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令和７年９月18日（木曜日） 

───────────────────── 

   午前９時58分開会 

──────────────── 

会議に付託された議案等           

○議案第１号 令和７年度宮崎県一般会計補正 

       予算（第２号）        

○議案第７号 病院事業職員の給与の種類及び 

       基準を定める条例及び病院事業 

       会計年度任用職員の給与の種類 

       及び基準を定める条例の一部を 

       改正する条例         

○請願第11号 医療機関の事業と経営維持のた 

       めの診療報酬の再改定、補助金 

       等の財政支援措置についての請 

       願              

○請願第17号 戦没者を追悼し平和を祈念する 

       取組の拡充・強化についての請 

       願              

○報告事項                 

・県が出資している法人等の経営状況について                   

 社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団   

 公立大学法人宮崎県立看護大学     

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導セン

ター 

 公益財団法人宮崎県移植推進財団    

 公益財団法人宮崎県健康づくり協会 

・公立大学法人宮崎県立看護大学の令和６年度

の業務実績に関する評価結果について  

・損害賠償額を定めたことについて     

○その他報告事項              

・宮崎病院再整備事業の完了について   

・直近の患者数等について         

○閉会中の継続審査について         

──────────────── 

出席委員（７人） 

  委 員 長   重 松 幸次郎 

  副 委 員 長   黒 岩 保 雄 

  委      員   濵 砂   守 

委      員   日 髙 陽 一 

  委      員   山 下   寿 

  委      員   渡 辺 正 剛 

  委      員   図 師 博 規 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

説明のため出席した者 

 病院局 

  病 院 局 長   𠮷 村 久 人 

  病 院 局 医 監 兼 
             嶋 本 富 博 
  県立宮崎病院長 

  病 院 局 次 長 兼 
             高 妻 克 明 
  経 営 管 理 課 長 

  県立宮崎病院事務局長   佐々木 史 郎 

  県立日南病院長   原   誠一郎 

  県立日南病院事務局長   湯 地 正 仁 

  県立延岡病院長   山 口 哲 朗 

  県立延岡病院事務局長   牛ノ濱 和 秀 

 

 福祉保健部 

  福 祉 保 健 部 長   小 牧 直 裕 

  福祉保健部次長 
             市 成 典 文 
  （ 福 祉 担 当 ） 

  福祉保健部次長 
             吉 田 秀 樹 
  （保健･医療担当） 

  こども政策局長   壱 岐 さおり 

  衛 生 技 監   椎 葉 茂 樹 

  福 祉 保 健 課 長   北 薗 武 彦 

  指導監査・援護課長   佐 多 能 成 

  医 療 政 策 課 長   早 川 俊 一 

  国民健康保険課長   上 田 浩 司 
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  長 寿 介 護 課 長   井 上 裕 二 

  医 療 ・ 介 護 
              元 信 孝 
  連 携 推 進 室 長 

  障がい福祉課長   隈 元 淳 二 

  衛 生 管 理 課 長   下 村 高 司 

  健 康 増 進 課 長   德 山 美 和 

  薬務感染症対策課長   蛯 原 夕起子 

  薬 務 対 策 室 長   安 藤 ゆかり 

  こども政策課長   増 田 光 宏 

  こども家庭課長   渡 辺 智 裕 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議事課主任主事   増 村 竜 史 

  議事課課長補佐   古 谷 信 人 

───────────────────── 

○重松委員長  それでは、ただいまから厚生常

任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。 

 日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのように決定いた

します。 

 執行部入室のため、暫時休憩いたします。 

   午前９時59分休憩 

───────────────────── 

   午前10時０分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、本委員会に付託されました議案等

について、病院局長の概要説明を求めます。 

○𠮷村病院局長  今回、病院局からは、当委員

会に特別議案１件、その他報告事項２件、合わ

せて３件をお願いしております。 

 厚生常任委員会資料２ページの目次を御覧く

ださい。 

 まず、特別議案ですけれども、議案第７号

「病院事業職員の給与の種類及び基準を定める

条例及び病院事業会計年度任用職員の給与の種

類及び基準を定める条例の一部を改正する条例」

についてであります。 

 これは、地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部改正に伴い、部分休業の取得パターン

の多様化に係る給与の関係規定について、所要

の改正を行うものであります。 

 続きまして、その他報告事項でございますが、

１つ目が（１）宮崎病院再整備事業の完了につ

いてであります。 

 ８月20日に平面駐車場等整備をもって完了し

ました宮崎病院再整備事業について説明いたし

ます。 

 次に、（２）直近の患者数等ついてでありま

す。 

 現在、令和６年３月に改定しました宮崎県病

院事業経営計画2021に基づきまして、令和12年

度の黒字化達成に向け、各県立病院が一体とな

って経営改善に向けて取り組んでいるところで

はございますが、入院、外来の延べ患者数など

について直近の状況を御説明いたします。 

 詳細につきましては、次長のほうから説明い

たしますのでよろしくお願い申し上げます。 

○重松委員長  次に、議案についての説明を求

めます。 

 なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。 

○高妻病院局次長  資料の３ページを御覧くだ

さい。 

 議案第７号「病院事業職員の給与の種類及び

基準を定める条例及び病院事業会計年度任用職

員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を
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改正する条例」についてです。 

 １、改正の理由です。 

 今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関

する法律の一部改正によりまして、部分休業制

度の拡充が行われたことに伴うものであります。 

 部分休業とは、正規の勤務時間より少ない時

間の勤務を認めるというものであります。 

 そして、部分休業を認める場合には、短縮し

た勤務時間分の給与を減額することになります。

このため、給与の減額について定めている給与

関係の条例の規定を、部分休業制度の拡充に対

応するように改正する必要があるということで

あります。 

 ２、主な改正の内容です。 

 まず、法改正による部分休業制度の拡充につ

いて説明させていただきます。 

 ２点ございます。資料の図を御覧いただきた

いと思います。 

 太字と濃い青でその部分を示しておりまして、

１つ目は会計年度任用職員が部分休業を取得で

きる期間、これを現行では「子が３歳に達する

まで」としておりますが、こちらを「子が小学

校就学の始期に達するまで」とするものであり

ます。 

 ２つ目は、正規職員、会計年度任用職員とも

に、現行では１日２時間を超えない範囲内で休

業を認めておりますけれども、これに加えまし

て、新たに１年につき条例で定める時間──77

時間30分、約10日でございますが、これを超え

ない範囲内でいずれかを選択できるようにする

というものであります。これが拡充の内容です。 

 給与関係の条例の改正につきましては、こう

した休業の拡大部分に減額規定を対応させると

いうものであります。 

 ３、施行期日は、令和７年10月１日です。 

○重松委員長  執行部の説明が終了いたしまし

た。 

 議案について質疑はございませんか。 

○黒岩副委員長  極端な話、職員全員が部分休

業を取得し、勤務時間が２時間短縮になると大

変なことになりますけれども、全体の中での一

定の割合というのは何か目安がありますか。ま

た、その短縮した時間は人がいないわけですか

ら、その分の業務のカバーをどうするのかとい

うのを教えていただきたいと思います。 

○高妻病院局次長  少し詳しく説明しますと、

今回、お願いしている議案の内容は休業に関す

るものです。今、委員から御指摘があった短時

間勤務というのは休業と同じ種類なんですけれ

ども、短時間勤務というのは別にございまして、

この２つがあるということを先に御説明いたし

ます。 

 そして、この部分休業について、現在、取得

している職員は14人でございまして、その上限

を設けているわけではございませんが、現状で

は通常の病院の運用に影響のある程度ではない

ということでございます。 

 それと、もう１つ、育児短時間勤務というの

がございまして、これは幾つかのパターンを選

択できるんですけれども、現在、こちらを取得

している職員が59人ございます。 

 これらも、育児休業とか、病気とかで休む方

もいらっしゃいますので、そういう方のカバー

ができる程度のバックアップの要員は常に持ち

ながら運用しているところでございます。 

○黒岩副委員長  では、現行人員でそういった

ものはカバーができているという理解でよろし

いでしょうか。 

○高妻病院局次長  日々の運用については様々

なことがございまして、病院現場では大変なこ
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とがあるのも事実ではありますけれども、定数

上は十分にカバーできる数を持っているという

ことでございます。 

○黒岩副委員長  これは、お子さんがいらっし

ゃる家庭の制度でございますので、取得しやす

いような環境づくりや、取得率などをしっかり

管理しながら、運用をよろしくお願いしたいと

思います。 

○重松委員長  ほかはございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。 

 なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。 

○高妻病院局次長  資料の４ページでございま

す。 

 （１）宮崎病院再整備事業の完了についてで

あります。 

 まず、左側のほうですが、これまでの経緯で

ございます。 

 宮崎病院は、令和元年５月に建設工事に着手

し、令和４年１月に開院しまして運用を開始し

ました。 

 新病院の開院後、令和４年８月から旧病院の

解体に着手しまして、令和５年からは旧病院の

跡地に駐車場等の外構・電気、それから玄関ひ

さしなどを整備してまいりました。 

 先ほどもありましたが、先月20日に全ての工

事を終えまして、この事業を完了したところで

あります。 

 その下の総事業費についてですけれども、361

億円ということになりました。 

 また、その下ですが、これは病院の外来用の

駐車台数ですけれども、こちらについては旧病

院が382台でございましたが、新病院では47台増

の429台となっています。 

 右側の図でございますけれども、これは病院

駐車場の案内図です。 

 一般車両については、濃い青色の矢印に沿っ

て病院の駐車場に入ってまいります。順番に申

し上げますと、まず西側の国道269号の交差点か

ら進入してきまして、病院の玄関前のロータ

リーを通りまして、発券機ゲートから平面駐車

場のエリアに入っていくというルートです。 

 また、立体駐車場への進入につきましては、

この発券機ゲートを越えた後に左折して立体駐

車場の南側から進入するルートを確保していま

す。 

 それから、平面駐車場を囲むようにひさしの

ついた連絡通路もこのたび整備しましたので、

各施設へのアクセスもしやすくなっております。 

 また、病院の正面入り口前の車寄せや、ロー

タリーにタクシー待機場も造っておりますので

利便性も向上しています。 

 ５ページにお進みいただきまして、完成写真

を載せております。 

 まず、左側の写真が完成後の平面駐車場の全

景になります。御覧いただきますように植栽や

照明設備も整備いたしました。明るくて落ち着

いた雰囲気を創出しまして、夜間でも安心して

利用できる環境を整えたところであります。 

 写真の右側は、病院正面入り口前の玄関ひさ

しでございます。 

 その下の写真は、立体駐車場の１階の写真に

なります。立体駐車場もこのたび改修しており

まして、御覧いただきますように、空車、満車

を示す表示を造りました。 

 それから、写真では分かりませんけれども、

１階の奥におもいやり駐車場を整備しておりま

すが、この台数を大幅に増やしまして、これま
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で立体駐車場には４台分でしたけれども、これ

を10台分としております。 

 なお、平面駐車場にもおもいやり駐車場は整

備しておりまして、こちらに19台分ございます

ので、合わせますと全部で29台のおもいやり駐

車場を整備したということになります。 

 最後ですけれども、その平面駐車場につきま

しては、車路が狭く、特に敷地入り口付近の

カーブが曲がりにくいというような御意見もい

ただいているところであります。 

 敷地内の車路の構造を変えることはなかなか

難しいのですが、例えば工事期間中に縁石を削

りまして車路を広げるなど、曲がりやすくする

工夫も行ったところであります。 

 今後とも運用上の工夫も重ねてまいりたいと

考えております。 

 次に６ページでございます。 

 （２）直近の患者状況等についてであります。 

 まず、①延入院患者数でございます。 

 県立３病院の今年４～７月の実績値と令和

５～６年度、それからコロナ禍前の令和元年度

の実績をグラフにしております。 

 グラフのグレーの線が令和元年度、緑が令和

５年度、青が令和６年度、赤が令和７年度です。 

 上の病院事業全体のグラフでは、４～７月の

実績が前年度を5,568人下回って推移をしており

まして、これは令和５年度と同程度となってい

ます。 

 左下の宮崎病院ですが、麻酔科医や脳神経外

科医の不足等の理由により、整形外科や脳神経

外科などの患者数が減少し、前年度を下回って

推移している状況にあります。 

 真ん中、延岡病院は前年度と同程度で推移を

しております。若干、下回っておりますけれど

も、これは平均在院日数を短縮しているという

ことが主な要因だと認識しています。 

 右側の日南病院ですけれども、５月は前年度

を上回っておりましたが、外科等の患者数が減

少しておりまして、４～７月の全体で見ると前

年度の実績に届かないような状況でございます。 

 ７ページでございます。 

 ②延外来患者数です。 

 外来患者数は月の変動が大きく、その要因の

把握が大変難しい部分はございます。４～７月

の実績については前年度実績を1,329人下回って

推移をしているところです。 

 宮崎病院では、６月、７月と増加傾向にはあ

りましたが前年度実績を1,378人下回っています。 

 延岡病院では、５月を除く月で令和６年度の

実績を上回っておりまして1,275人増加していま

す。 

 日南病院では、患者が徐々に増加をしており

ますけれども、全ての月で前年度実績を下回っ

ておりまして1,226人減少しています。 

 ８ページでございます。 

 ③稼働病床利用率であります。 

 延入院患者数と連動する数値ではございます

が、病院事業全体では前年度と同程度で推移し

ているところです。 

 宮崎病院につきましては74.0％、延岡病院が

70.1％と、延入院患者数と同様、前年度実績を

下回って推移をしているところであります。 

 日南病院につきましては、昨年12月に病床を

削減いたしました。これによりまして前年度を

上回って推移をしているところではありますが、

67.9％ということで70％に届かない状況にござ

います。 

 ９ページでございます。 

 ④の平均在院日数でございます。 

 平均在院日数の短縮によりまして、先ほども
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申し上げましたが延入院患者数は減少します。

一方で、患者１人１日当たりの入院単価は増加

するという収益構造になります。 

 病院事業全体では、11.2日と前年度より0.7日

ほど短縮して推移をしているところです。 

 宮崎病院と延岡病院は10.7日と、両院とも昨

年度より短縮して推移しています。 

 日南病院につきましても前年度と同程度で推

移しておりまして、これらは地域の医療機関と

の連携が進んでいることが読み取れるものと考

えております。 

 入院、外来患者数の増減等の指標につきまし

ては、今後とも留意していく必要がございます。

各病院と緊密に連携し、直近の患者数の動向な

どを踏まえまして、その都度、経営上の課題と

それらに対する対策を確認、検討してまいりた

いと考えております。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 その他報告事項について質疑はありませんか。 

○図師委員  資料の６ページについて、麻酔科

医の不足によって、宮崎病院の延入院患者数が

前年度より下回っているという説明がありまし

たが、この麻酔科医も含め、ほかの診療科でも

専門医がどの程度不足しているのか、それぞれ

の病院での現状を教えてください。 

○嶋本県立宮崎病院長  大きな要因として、麻

酔科医の定員が２名減、あと脳神経外科医が今

年の４月から定員が３名から１名になっており

ます。 

 このことも、結構、手術数や患者数の減に関

与しているのと、あとは耳鼻咽喉科・頭頸部外

科は、昨年まではかなりの数の悪性疾患を対応

していましたが、そこも３名だったのが今は２名

という状況です。 

関連する大学にも要望していますけれども、

最近よく話題になっています診療科の偏在とい

う問題も絡んで、なかなか容易に補充できない

ことが響いていると当院では考えております。 

○山口県立延岡病院長  当院も同じような状況

で、麻酔科医は２名しかいませんので──３名

だったんですけれども、１名が今、休業に入っ

ていますから、なかなか手術をこれ以上増やせ

ない状況です。 

 あと、精神科や眼科もない状況ですので、そ

こもなかなか患者数増につながらないところで

す。 

 あと、放射線科医が１名しかいませんので、

そこもなかなか収益増にはつながりません。 

 やはり診療科の偏在というのは、今、一番の

大きな問題で、そこをどのようにしていくかと

いうのが今後の課題だと思っています。 

○原県立日南病院長  日南病院は、全部の診療

科がほとんどピークに比べて減っているという

状況であります。特に脳神経外科医が３人だっ

たところが２人になって──今まではどの時間

帯も対応できるぐらいのシフトが組めていたん

ですが、２人だけで回していますので、かなり

の時間外勤務を必要とするぐらい診療が大変に

なっております。 

 同様に外科もマイナス１人の状態、麻酔科も

マイナス１人の状態、内科に至ってはピークに

比べて４人ほど少ない状態があって、内科の診

療領域が９領域あるんですけれども、その中

の２領域ぐらいしか自信を持って診療できるス

タッフ体制ではないと御理解していただきたい

と思います。 

○図師委員  なかなか切実な現状が見て取れる

んですが、この診療医の偏在ということは大学

との関係性だけが問題なのか、もしくは宮崎の

県立病院の処遇、診療体制といった環境の問題
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なのか、それぞれの要因が相まっての状況だと

思うんですが、改善策として何か打つ手は考え

ていらっしゃるんですか。 

○高妻病院局次長  診療科の偏在といいますの

は全国的な問題でありまして、やはり先ほどお

話がありました麻酔科でありますとか、それか

ら外科系といったところ、特に消化器系の外科

あたりはすごく減っておりまして、もう10年先

には一部の診療科ではその部門の専門医は半分

ぐらいになるのではないかというような見通し

もあるぐらいです。 

 全国的な傾向というところが一番大きく、宮

崎県も同じような状況にあると思っています。

処遇に関しては、なかなか申し上げづらいとこ

ろはありますけれども、県立病院の処遇の水準

というのは、決して他の公立病院と比べたとき

にそれより大きく落ちるということはなく、む

しろ大学附属病院あたりよりかは高い水準の処

遇にしているところではあります。 

 大学のほうはどうしても教えるというところ

がありますので、給料表が違ったりといったと

ころもありますし、そもそも適用される法律が

違ったりしますので一概には言えませんが、基

本的には県立病院に移ってきていただいて不利

になるというような運用は行っておりません。 

○図師委員  偏在の理由というのは、ドクター

の絶対数が足りていないのか、それともやはり

都市部にどんどん吸われているのか、その辺り

はいかがですか。 

○嶋本県立宮崎病院長  両方の要因があると思

います。 

 日本の国民全体がそうなんでしょうけれども、

昔だったらきついところでもやってやろうとい

うところがありましたが、国民性が変わってき

て、同じ給料であればやはりというような、働

き方に対する考え方も変わっているということ

も一因だと思います。 

 今、不足しているのは、申し上げましたよう

な脳外科、心臓血管外科は宮崎県だけでなく九

州そのものを考えても非常に不足しております。 

 あと、よく新聞に載っています消化器外科と

いったところが非常に不足しているんですけれ

ども、国として全体の絶対数が減っています。 

 国としてもそれを何か処遇だけで改善すると

は考えていないようで、厚生労働省も示してい

るように、パッケージという幾つかのものを組

み合わせて改善しようと思いますけれども、か

なり厳しく、これからいろんな仕組み──診療

報酬とか給料表で扱うとか、あと専門医機構と

いうのがありますので、そういったところで改

善しようと思っています。 

都市部のほうが若干有利で偏在は緩いんです

けれども、このままの状態でいくと、全国的に

厳しい状態が続いてきて、消化器の手術をした

ければ、これから先は医者が不足してすぐには

できないということがよく新聞報道でされてい

るように、そういったことが本当に現実になる

のではないかと危機感を持っているところです。 

我々ができるところで、現場の者として魅力

を訴えていこうと思っています。 

○図師委員  日南病院長も言われたように、脳

神経外科は２人でもなかなか回し切らない、宮

崎病院だともう脳神経外科は１人しかいらっし

ゃいないということで、手術後の管理体制も

１人だと、もう何日も泊まり込んでというよう

な形にならざるを得ないとか、そういう現状が

あると、就職しようとか、大学から派遣しよう

とかいう話も、非常に苛酷な状況があるがゆえ

に悪循環に陥っているのではという気はしてい

ます。 
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 余談ですが、私は以前、高千穂町の町立病院

の視察に行ったときも──今は改善されている

かもしれませんけれども、やはりドクター不足

で、たしか院長先生だったと思うんですが、も

う僕はここで死ぬ覚悟で働いていますと、もう

寝泊まりもここでやっていますと、僕が倒れた

ら誰かがまた来てくれると信じてやるしかない

んです、みたいなことを言われていました。そ

れでは町民のためにならないと、先生が倒れる

前に何らかの手だてを打たないと駄目ですよね

という話をしてきたところで、そのぐらいやは

り医療の現場は逼迫しているんだろうなと感じ

ました。 

皆さんの今のお話を聞いてもそう感じたとこ

ろで、やはり何か国にもっと積極的に働きかけ

ていかなければいけないと感じたところでした。 

○山下委員  私たちは、今年、北海道の札幌医

科大学附属病院に救急医療の関係で調査に行き

ました。私がびっくりしたのは、北海道は、北

海道の大学の医学部でとにかく北海道の人を守

るんだという意識で、地域枠が８割あるんだそ

うです。８割の医大生は北海道の医者になって

くれというような動きでやっているというよう

な話を聞いたんですが、宮崎県の地域枠はま

だ２割ではないですか。やはりそこを増やして、

宮崎県の医大で医者になった人は宮崎県の人を

守ってもらうような意識に何とか切替えないと、

国が国がと言ったって全国あるわけですから、

なかなか宮崎県には回ってこないですよ。です

から、やはり宮崎県の対応を私は考えないと駄

目だなと思いました。 

 地域枠というのは限定されているのかと私は

考えていたんですけれども、北海道の状況を聞

きますと、とにかく北海道では、北海道で医者

になった人たちは北海道民を守るんだというよ

うな意識づけをして医者になっているというこ

とだそうですので、ぜひ宮崎県もそういうこと

を提案していかないと、なかなかこの医者不足

というのは解決しないのではないかと思います。 

ぜひそういうことも検討の１つに入れていた

だきたいなと、当然、私たち議員もやっていか

ないといけないと思いますけれども、よろしく

お願いいたします。 

○𠮷村病院局長  地域枠の関係につきましては、

福祉保健部と連携しながら、宮崎大学、それと

長崎大学にもありますけれども、地域枠として

地元に残る医者を確保するため、いろんな研修

のプログラムですとか、そういったところで地

元に残って医者を続けることの魅力をアピール

していきたいと思います。 

 また、その中で診療科はどこを選ぶのかとな

ったときに、先ほど宮崎病院長が言われたよう

に、きついけれども地元のために頑張るんだと

いうような、そういった高い志を持った医者を

地域の中で育てていくことが大事になってくる

かと思いますので、そういった観点で福祉保健

部としっかり連携しながらやっていきたいと思

っております。 

○黒岩副委員長  ただいまの地域枠の関連なん

ですけれども、私の記憶では宮崎大学の医学部

の地域枠は40人だったと思うんですが、地域枠

の条件といいますか、例えば卒業した後に何年

間は宮崎県内で働いてくださいという条件がど

うなっているのかということと、もう１つ、そ

の40名の方の定着率の現状がどうなのか、福祉

保健部の所管かもしれませんけれども、もしお

分かりでしたら教えていただきたいと思います。 

○高妻病院局次長  地域枠の制度は、福祉保健

部の所管というところで申し上げますけれども、

６年間支援をしていくという前提で、卒後９年
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は地元でということが義務づけられています。 

定着率につきましては私のほうでは把握して

おりません。 

○図師委員  資料９ページの平均在院日数につ

いて、10日前後という数字は、それだけ短期で

退院していただいて単価も高いという話だった

んですが、地域にはなかなか２次医療が整って

いないところもあり、県病院を出た後に地元に

帰れない、ほかの病院を探すのが大変な方も中

にはいらっしゃると聞きます。特に、私の町な

んかはもう入院ベッドがないものですから、そ

ういう事情もあります。 

聞きたかったのは、この単価が高いうちに退

院もしくはリハビリのほうに回していくという

のは正解だと思うんですけれども、実際、その

診療点数が下がってくる中において、今の県病

院それぞれの体制で損益分岐の日数というのが

あれば、そのぎりぎりまで引っ張れないものな

のか。これを過ぎると、要は長くなればどんど

ん赤字になっていくのか。その辺りの経営的な

ところの平均在院日数というのはどこまで引っ

張れるものなのか、いかがでしょうか。 

○山口県立延岡病院長  損益分岐点の話が出ま

したけれども、原価計算を基に損益分岐点で何

日ぐらいが適切かというのを今、確認している

ところです。 

 厚生労働省が示している期間１と期間２とい

うのがあって、大体、期間２というのが全国の

平均ですが、そこまでが点数が高い状態ですの

で、その期間２に収まるように入院の調整を行

っていくと。そのためには後方支援病院をいか

に確保するかですので、当院の場合、地域の病

院と連携を密に取りながら依頼をしているとい

う状況です。 

○嶋本県立宮崎病院長  今の山口院長のおっし

ゃるとおりなんですけれども、それに加えて、

やはり県立病院がどういう病院かということも

あります。 

確かに当院でも、もう帰すのかとか、追い出

すのかという議論はあるんですけれども、我々

急性期病院というのは急性期に特化した人員配

置をしているわけです。 

逆に言えば、特にこういう高齢化社会になっ

てくると、復帰すること──リハビリといった

ことのほうが重要なフェーズに入ったときに、

適切に地域の支援病院に移すことで、最終的に

その患者さんの在宅復帰率とかＡＤＬの復帰率

とかがよくなるというデータもはっきりありま

す。 

急性期病院としての役割をある程度果たせれ

ば、地域の支援病院にしっかり送っていくとい

うこと、また、「今は回復期の病棟で治療する

ことが大事な時期に入っているから、県立病院

から移すんだよ」ということを、委員の皆様か

らもぜひ、お伝えいただければと思います。 

○重松委員長  ほか、ございますか。 

○渡辺委員  議案についてよろしいですか。 

○重松委員長  議案ですね、どうぞ。 

○渡辺委員  資料３ページになりますけれども、

休業に関する自由度が増えたということの御説

明をいただきましたが、いわゆる世間で言われ

ているフレックスタイム制とは少し違うような

気がします。 

 お伺いしたいのは、これは減額の方向でのお

話になっているんですけれども、職員の中で年

収が減ると困る方もたくさんいらっしゃると思

うんです。そうすると、例えば２時間休みを取

る、あるいは１日休みを取ったときに、それを

リカバーすることができるような制度なんでし

ょうか。 
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 つまり、２時間休んだら次の日プラス２時間

働けるのか、それとも２時間は休んだままにな

ってしまうのか。一般的なフレックスタイム制

では、２時間休んだら次の日２時間増やすとか、

そういう形で基本的には収入は保障されるとい

う前提で、働きやすさ、休暇の取りやすさを増

やしていくというのが趣旨なんですけれども、

これについてはどういう扱いになっていますか。 

○高妻病院局次長  まず、これは休業制度で、

職権によって勤務時間を短くするという行為で

あり、１日単位とかということではありません。

一定期間の休業をしていただくということで、

部分休業というのはフルではないけれども２時

間短縮なら２時間短縮をずっと１か月間、それ

を継続するというような制度になっていると、

これが休業でございます。 

 御指摘のあったフレックスタイム制について

は、やはりどうしても交代制勤務で運用する病

院でございますので、これを実現するような体

制というのはなかなか組めないということでご

ざいます。 

もう１つ、休暇というものがございます。休

暇についてはもちろん有休の部分もありまして、

ここについては、例えば育児期間中であれば

１歳までの間は１日１時間休暇が取れますし、

あるいは子の看護ということで言いますと、中

学校に入るまでの間は年間１人につき５日の有

休休暇があるとか、また、女性の職員であれば

産前産後休暇という有給休暇もございます。 

こういったところと先ほどの休業制度の組み

合わせ、それから短時間勤務も組み合わせなが

ら勤務をしていただいているという状況です。 

 所得を埋め合わせられるかというところにつ

いては、休業した分をリカバーする仕組みはご

ざいません。 

○渡辺委員  ということは、これはあくまで御

本人の希望に基づいて、生活のニーズから休業

せざるを得ないんだけれども、それについては、

ある程度、覚悟の上で休業しなければいけない

という形なんですね。 

○高妻病院局次長  御指摘のとおりです。 

○渡辺委員  どうしても子供の通学とか、そう

いうことのために休業せざるを得ない、その自

由度が増えたという意味ではいいのかも分から

ないんですけれども、どうしても収入が減って

しまうということに対して、現場の方の反応と

いいますか、評価というのはどういうことにな

っていますか。 

○高妻病院局次長  休暇を取るのか、休業を取

るのかという選択もございますので、私が直接、

休業になって生活がどうなったというような話

を聞いたということはございません。病院の細

かい実態のところまでは把握しておりませんけ

れども、私のところまではそういう話は上がっ

てきていないということです。 

 それから、これは公務員全体の制度でござい

ますので、特に病院に限ったものではないとい

うことでございます。 

○黒岩副委員長  この２時間の休業の取り方な

んですが、例えば朝に子供さんを送り出すのに

１時間、夕方にお迎えに行くのに１時間という

ような取り方が可能なのか。その２時間の単位

の取り方。30分単位でいいのか。そこら辺りは

どんなもんなんでしょうか。 

○高妻病院局次長  今までの制度で申しますと、

これは仕事始めか仕事終わりにまとめて２時間

取ってください、いずれかですよという制度で

した。ここは説明を省略しておりますけれども、

今回の法改正においては、どこで取るかという

のは自由になっています。１日に２時間を超え
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ない範囲で30分単位で取れますよということで

ございまして、２時間絶対に休まないといけな

いということではございませんから、先ほど渡

辺委員からもございましたけれども、例えば

１時間ということにすれば減額される分も１時

間分ということになるということでございます。 

○重松委員長  では、議案からその他報告事項

に戻りますが、その他報告事項で質問はござい

ませんか。 

○黒岩副委員長  資料４ページの駐車場につい

て、図を見ますと、障がい者のマークが立体駐

車場とかについているんですが、この立体駐車

場から病院までの間に障がい者の方が雨に濡れ

ずに行けるような屋根はついているんでしょう

か。 

○高妻病院局次長  全てひさしをつけておりま

すので、雨に濡れずに行けます。そしてスロー

プにしておりますので、車椅子の方も遠回りに

はなりますが、そのような配慮はさせていただ

いております。 

○黒岩副委員長  続きまして、資料６ページの

入院患者のところなんですが、日南病院は昨年

度に52床を削減したところで、当初は病床稼働

率が上がったという報告があったんですけれど

も、今回を見ますと、また少し下がりぎみにな

っています。 

この数字を見て、さらなる病床数の削減とい

う可能性があると認識してよろしいんでしょう

か。 

○高妻病院局次長  現時点では、まだ状況を確

認していく期間だと思っています。病院の状況

から冬場にかけて需要が上がっていくというと

ころもあります。昨年度２月ぐらいには病床稼

働率80％を少し超える時期もありまして、かな

り病床が逼迫したという事情もございましたの

で、まず１年間を通じてしっかり状況を見なが

ら検討は続けていくことになると思います。 

○重松委員長  ほか、ございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、その他で何かござい

ませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、以上をもって病院局

を終了いたします。 

 執行部の皆様、お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午前10時40分休憩 

───────────────────── 

   午前10時46分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、本委員会に付託をされました議案

等について、福祉保健部長の概要説明を求めま

す。 

○小牧福祉保健部長  説明に入ります前に、一

言おわびを申し上げます。先週公表いたしまし

た特別障害者手当等の適用単価誤りによる過支

給につきまして、先日、95名の受給者全員に謝

罪及び説明を終えたところでございます。今後、

このようなミスが発生しないよう、チェック体

制を強化し、再発防止を図ってまいります。誠

に申し訳ございませんでした。 

 それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案等につきまして、概要の説明を申し

上げます。座って説明させていただきます。 

 厚生常任委員会資料の２ページ、目次を御覧

ください。本日は予算議案が１件、報告事項

が３件ございます。 

 まず、資料の３ページを御覧ください。 

 予算議案でございます。福祉保健部の令和

７年度９月補正予算案の概要についてでござい
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ます。 

 補正額は、表の左から３列目、補正額の上か

ら２行目の欄にありますとおり、一般会計で

１億7,233万1,000円の増額をお願いしておりま

す。これにより、右から３列目、補正後の額に

ありますとおり、福祉保健部の９月補正後の予

算額は、一般会計で1,341億8,082万9,000円とな

ります。予算議案の詳細につきましては、この

後、担当課長から御説明申し上げます。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 繰越明許費の追加でございます。保健所設備

改修事業として４億7,779万4,000円の繰越しを

お願いするものです。 

 次に、報告事項についてでございます。 

２ページの目次を御覧ください。 

本日御説明いたしますのは、（１）県が出資

している法人等の経営状況、（２）公立大学法

人宮崎県立看護大学の令和６年度の業務実績に

関する評価結果について、及び（３）損害賠償

額を定めたことについての３項目でございます。

詳細につきましては、後ほど担当課長から説明

をさせていただきます。 

○重松委員長  次に、議案について説明を求め

ます。 

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。 

○北薗福祉保健課長  厚生常任委員会資料の

４ページを御覧ください。 

 議案第１号「令和７年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）」、繰越明許費の追加について

御説明いたします。 

 事業名「保健所設備改修事業」につきまして、

日南及び延岡保健所の非常用電源設備及び高圧

受変電設備改修工事におきまして、設計業務委

託の入札不調により契約手続が遅れたことに伴

いまして、全体の工程に遅れが生じ、年度内完

成が困難となったことから、繰越しのお願いを

するものであります。 

○早川医療政策課長  お手元の厚生常任委員会

資料５ページを御覧ください。 

 医療政策課の補正予算額は、左から３列目の

補正額の欄にありますとおり１億5,595万2,000

円の増額補正であります。この結果、補正後の

予算額は、右から３列目の補正後の額の欄にあ

りますように75億9,905万円となっております。 

 それでは、補正内容について説明いたします。 

 ６ページを御覧ください。 

 （事項）地域医療推進費の説明及び事業名欄

の１「医療施設等経営強化緊急支援事業」の

（１）「病床数適正化支援事業」１億5,595万

2,000円の増額補正であります。 

 事業内容について説明いたします。 

 資料の７ページを御覧ください。 

 この事業は、入院患者の減少など、医療需要

の急激な変化を受け、病床数の適正化を進める

医療機関に対し、削減した１病床当たり410万

4,000円を給付金として支給するものであります。 

 今回増額を行いますのは、事業の目的の上か

ら３行目にありますとおり、国の２次内示を受

けたことに伴うもので、財源は全額国庫支出金

であります。前回の国の１次内示では、主に令

和４年度から３年連続赤字の医療機関が支援の

対象とされており、公立病院は支援の対象外と

されておりましたが、今回の２次内示では、

１次内示のあった医療機関を除いて、令和５年

度から２年連続赤字の医療機関が支援の対象と

され、公立病院も支援対象に含まれております。 

 なお、本事業の補正後の額は、事業の概要の

欄に下線を引いてありますとおり７億8,386万

4,000円となります。 
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○隈元障がい福祉課長  障がい福祉課の補正予

算を説明いたします。 

 資料の８ページを御覧ください。 

 障がい福祉課の補正予算額は、左から３列目

の補正額の欄にありますとおり537万9,000円の

増額補正であります。この結果、補正後の予算

額は、右から３列目の補正後の額欄にあります

ように196億9,057万5,000円となります。 

 それでは、補正内容について説明いたします。 

 ９ページを御覧ください。 

 （事項）精神保健福祉センター費と、その下

の（事項）こども療育センター費、それぞれの

説明及び事業名欄にあります、ア、新規事業

「公費負担医療システム改修事業」、それぞれ

475万2,000円と62万7,000円の増額補正でござい

ます。 

 事業内容について説明をいたします。 

 10ページを御覧ください。 

 「公費負担医療システム改修事業」につきま

して、まず事業の目的ですが、マイナンバー

カードを活用した医療費助成の効率化を推進す

るに当たりまして、国が構築したＰＭＨ医療費

助成システム──これは自治体と医療機関をつ

なぐ情報連携システムのことでございますが、

この国のシステムによる受給者証情報の連携を

行うために、県の公費負担医療システムの改修

を行うもので、補正額は右上にありますとおり

537万9,000円で、財源が国庫支出金及び一般財

源でございます。 

 次に、事業の概要ですが、（１）事業内容の

①「精神保健福祉システム改修事業」につきま

しては、自立支援医療の精神通院医療に係る受

給者証情報、こちらをＰＭＨ医療費助成システ

ムに登録するための改修を行うものでありまし

て、事業費が475万2,000円、そして、その下、

②「こども療育センター医事システム改修事業」

につきましては、県のこども療育センターの医

事システムにて、ＰＭＨ医療費助成システムに

登録された受給者証情報を照会し、その情報を

取り込む機能を追加するための改修を行うもの

であり、事業費が62万7,000円でございます。 

 これらの補助制度に関する国からの通知が本

年１月に発出されましたことから、当初予算措

置に間に合わず、今回の補正でお願いさせてい

ただくものでございます。 

 次に、（２）事業の仕組みですが、民間企業

への委託による改修を考えております。 

 次に、（３）成果指標ですが、ＰＭＨ医療費

助成システムへ自立支援医療の精神通院医療分

の資格情報を全件登録いたします。 

 今回の事業を通じて、受給者の利便性の向上

が図られるとともに、正確な資格情報に基づく

請求が可能となり、医療機関等の事務負担軽減

につながるものと考えております。 

○渡辺こども家庭課長  こども家庭課分を御説

明いたします。 

 常任委員会資料の11ページを御覧ください。 

 こども家庭課の補正予算額は、左から３列目

の補正額の欄にありますとおり1,100万円の増額

補正であります。この結果、補正後の予算額は、

右から３列目の補正後の額の欄にありますよう

に75億7,691万3,000円となっております。 

 それでは、補正内容について御説明いたしま

す。 

 12ページを御覧ください。 

 （事項）子どもの貧困対策事業費の説明及び

事業名欄１、新規事業「フードバンクを通じた

こども食堂緊急支援事業」1,100万円の増額補正

であります。 

 事業内容について御説明いたします。 
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 13ページを御覧ください。 

 本事業は、物価高騰等の影響を受けているこ

ども食堂に対し、県フードバンクを中心に構築

してまいりました広域的なネットワークを活用

し、迅速に食材を配付することで、こども食堂

の負担を軽減するものであり、財源は全額国庫

支出金であります。 

 次に、事業の概要ですが、右側のポンチ絵を

御覧ください。県では、昨年度からフードバン

ク事業に取り組んでおり、各地域で広域的に活

動する民間のフードバンクとネットワーク化を

図ってまいりました。このネットワークを活用

し、県が委託により購入した食材をフードバン

クに配備し、県内のこども食堂に配付すること

としております。 

 （３）の成果指標につきましては、物価高騰

等を理由に運営ができなくなるこども食堂がな

いように、支援により事業を維持したこども食

堂の割合を100％としております。事業期間は令

和７年度でございます。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 議案について質疑はありませんか。 

○図師委員  資料７ページの「病床数適正化支

援事業」について、既にヒアリングは終わって

いるかと思いますが、もし、この予算をオー

バーするような申出があった場合の対応はどう

される予定でしょうか。 

○早川医療政策課長  今回の「病床数適正化支

援事業」については、事前に各医療機関のほう

にアンケートを取っておりまして、今回、２次

内示についても上限を10床ということで国から

の内示が来ております。そのため、今回補正を

お願いする金額で足りるものと考えております。 

○図師委員  分かりました。もう一つ、資料10

ページの「公費負担医療システム改修事業」に

ついて、これは、いわゆる通院している精神障

がい者の方々の医療費の助成制度が簡素化され

るというか、システム化されることになる、マ

イナンバーカードを活用するということなんで

すが、このシステム改修はそれでできるとして、

問題は受給者がマイナンバーカードを利用する

に当たって、どのような手続が発生するのか。

その登録に漏れ等がないように、また、医療現

場のほうの指導等も必要かと思うんですけれど

も、その辺りの流れをもう少し教えてください。 

○隈元障がい福祉課長  精神通院医療をはじめ

とした利用者の方々に関する手続の部分なんで

すが、もう既にマイナンバーカードを健康保険

証として活用するという手続については、市町

村のほうでほぼ完了しているところでございま

す。今回のシステム改修に当たって、利用者が

何かしら手続が必要ということは全くございま

せん。 

○図師委員  これは32条と言われる、通院の医

療費公費負担制度だったんですが、２年に一度

更新手続があり、私も医療現場にいたときに、

その都度、患者さんから申請書を出してもらっ

たり、印鑑を押してもらったりとか、そういう

手続があったんですけれども、今はマイナン

バーカードに登録すればその更新手続きも必要

ないということなんでしょうか。 

○隈元障がい福祉課長  制度自体は今までのま

までございます。受給者証の部分がオンライン

化され、なくしたときでも対応できる、そうい

ったことでございますので、更新などの今まで

必要であった手続等についてはそのままという

形でございます。 

○図師委員  今、制度を利用されている受給者

の方々は、全てマイナンバーカードの登録が完

了しているということですか。以前は受給者証
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を毎回病院に持っていく必要があり、病院のほ

うで管理するという手間がありましたけれども、

その手間がなくなっているのであれば、現場は

簡素化できてすごくいいなと思うのですが。 

○隈元障がい福祉課長  今回のシステム改修に

よるメリットは幾つかございまして、利用者に

とってのメリットとしては、マイナンバーカー

ド──マイナ保険証でございますが、これと公

費負担医療の受給者証が一体化されますので、

これまでのような紙の受給者証を持参する必要

はなくなるということでございます。 

○図師委員  受給者がこのマイナンバーカード

にうまく移行できていればいいんですが、そこ

ら辺で漏れが出て、結局、自己負担が増えると

いうことがないように、現場との連携を強化し

ていただければと思います。 

○黒岩副委員長  資料７ページの「病床数適正

化支援事業」について、今回、公立病院も対象

になるということなんですけれども、県立日南

病院が昨年12月に病床を削減していますが、こ

れは対象にならないんでしょうか。 

○早川医療政策課長  今回の事業につきまして

は、対象が令和６年12月17日から令和７年９月

30日までの間に病床数の削減を行う医療機関と

いうことになっており、県立日南病院が病床削

減した時期がこれに該当いたしますので、今回

の事業の対象になります。 

○黒岩副委員長  資料13ページの新規事業

「フードバンクを通じたこども食堂緊急支援事

業」について、記憶では１か所当たり150食だっ

たと思うんですけれども、実際の配付の仕方と

して、こども食堂１か所当たり一律150食なのか。

それと、食材提供の時期は、一括して、１度に

全部配付するのか。そこ辺りはどういうもので

しょうか。 

○渡辺こども家庭課長  食材の提供につきまし

ては、玄米や県産の肉を冷凍したもの、カレー

ルー、そういったものをカレーとして150食とい

うことで、それ以外にも果物等の配送も考えて

いるところです。 

基本的には、１か所のこども食堂に同じパッ

ケージで送りたいと考えておりますけれども、

事前に希望のアンケートをさせていただいて、

必要ないというところにつきましては、多少減

らしたり、そういった調整も検討していきたい

と考えております。 

 配付時期につきましては、今議会で議決をい

ただきましたら、10月中に業者を選定し、早け

れば11月ぐらいから配送していきたいと考えて

いるところでございます。 

○黒岩副委員長  それは、各フードバンクに一

括して、一度に持っていかれるということなん

でしょうか。 

○渡辺こども家庭課長  県内４か所のフードバ

ンクに対して配送を考えておりますけれども、

ただ、冷凍の肉等につきましては、フードバン

クでの管理等が難しい面もありますので、そう

いったものについては、こども食堂のほうに直

接配送することも検討しているところでござい

ます。 

○黒岩副委員長  こども食堂とフードバンクが

現在つながっていないところもあるのではない

かと思っておりますが、今回、フードバンクを

通じて配付するというところについては、これ

は全てのこども食堂がカバーできるという認識

でよろしいんでしょうか。 

○渡辺こども家庭課長  まさしく、今、黒岩副

委員長がおっしゃったように、これまで我々が

把握しているこども食堂が、必ずしも県下４か

所のフードバンクと密接につながっているわけ
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ではございません。そういった面も含めて、今

回の事業でできるだけ関わり合いを持っていた

だきたいということで、こども食堂のほうから

フードバンクへ食材等を取りに行っていただい

て、今後、持続可能な体制ができないかという

ことで、そういうシステムでやっているところ

でございます。 

○黒岩副委員長  おっしゃるとおり、今回の事

業の副次的な効果として、そういうフードバン

クとこども食堂のつながりができるというとこ

ろもしっかり支援をよろしくお願いしたいと思

います。 

○重松委員長  そのほか、ございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  次に報告事項に関する説明を求

めます。 

 なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。 

○佐多指導監査・援護課長  宮崎県の出資法人

等への関与事項を定める条例第４条第３項の規

定に基づき、県出資法人等の経営状況について

御報告いたします。 

 令和７年９月県議会定例会提出報告書、下に

括弧書きで県が出資している法人等の経営状況

についてと記載がある資料をお願いします。 

 冊子の183ページをお開きください。 

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団の経営評

価報告書について御説明いたします。 

 まず、概要についてですが、上から４つ目の

欄、総出資額は１億3,755万4,000円で、県から

の出資はございません。 

 次に、県関与の状況についてであります。ま

ず、人的支援ですが、令和７年度は県退職者

４名が役員で、常勤１名、非常勤３名となって

おります。 

 次に、財政支出等でありますが、左側の中ほ

ど、令和６年度の欄を御覧ください。県委託料

が9,081万円、県補助金が820万5,000円となって

おります。主な内訳は、下の欄の主な県財政支

出の内容のとおりであります。 

 次に、一番下の欄の活動指標でありますが、

①11施設の年間の延べ入所者数は、目標値に対

し達成度は99.4％、また、②グループホームの

年間の延べ利用者数については、目標値に対し

達成度101.3％となっております。 

 次のページ、冊子の184ページを御覧ください。 

 財務状況についてであります。表左側の事業

活動計算書の令和６年度の欄を御覧ください。

収益は47億9,356万9,000円で、収益から費用を

差し引いた当期活動増減差額は１億5,881万

6,000円となっております。 

 次に、その下の表、財務指標ですが、３つの

指標を掲げております。①の人件費比率は達成

度99.1％、②の経費比率は達成度100.4％、また、

③の経常増減差額率は達成度150.0％となってお

ります。 

 最後に、総合評価でありますが、右側の県の

評価の欄を御覧ください。平成29年度から会計

監査人が設置されており、８年連続で最も優れ

た評価である無限定適正意見が付与されており

ます。 

 活動指標については、施設の延べ入所者数が

目標を僅かに下回っておりますが、ほぼ目標を

達成しております。財務指標については、処遇

改善を行いつつ、人件費比率の達成度を高めて

おり、その他の指標は目標を達成しております。 

 一部の指標で目標に僅かに届かない項目があ

るものの、経常増減差額で黒字を確保しつつ、

施設整備の積立ても着実に実施されるなど、全

体的な経営状況としては問題ないと考えており、
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県の評価をいずれもＡとしております。 

○早川医療政策課長  医療政策課で所管してお

ります公立大学法人宮崎県立看護大学につきま

して報告させていただきます。 

 看護大学は、２つの法律と県条例に基づき議

会に報告する必要がありますので、順に説明い

たします。 

 まず、同じ冊子、令和７年９月県議会定例会

提出報告書（県が出資している法人等の経営状

況について）の９ページを御覧ください。 

 初めに、地方自治法第243条の３第２項に基づ

く令和６年度事業報告書であります。 

 １の事業概要ですが、県の定めた中期目標を

達成するため、中期計画等に沿った大学運営を

行い、高い資質を備えた看護職者の育成等を通

じて、本県の保健・医療及び福祉の充実に貢献

することとしております。 

 ２の事業実績ですが、（１）教育研究の実施

について、事業費は10億1,100万円余で、事業実

績として、令和６年度の国家試験合格者数は、

看護師96名、保健師６名、助産師15名で、看護

師国家試験の３名を除き、全員が合格しました。

合格率は看護師97％、保健師・助産師が100％で

あります。 

 ３つ目でありますが、学生アンケートによる

授業内容満足度は、５段階評価の上位２項目の

割合が94.3％であります。 

 ４つ目、５つ目に県内就職対策を記載してお

ります。高校訪問や進学説明会等の実施をはじ

め、学校推薦型選抜の在り方の検討を行い、一

般推薦について、「みやざきの医療枠」という

名称に改称したほか、次のページになりますが、

合同就職説明会の開催及び低学年向け医療機関

説明会など、県内就職への意欲を醸成するため

の取組を実施しております。 

 （２）地域貢献に関する取組の実施について、

事業費は2,500万円余で、事業実績としては、市

町村や関係団体等と連携して出前講座を22回実

施したほか、２つ目に記載のとおり、県及び宮

崎大学と共同で、子宮頸がんに関する実態調査

を行うとともに、予防啓発活動を実施し、本県

のＨＰＶワクチン接種数の向上に取り組みまし

た。 

 次に、11ページの貸借対照表を御覧ください。 

 令和７年３月末時点の財政状況になりますが、

Ⅰの資産の部、１の固定資産（１）有形固定資

産のうち、上から２つ目、建物6,900万円余の増

加は、主に大学の空調換気設備の改修工事によ

るもの、その３つ下のリース資産3,900万円余の

減少は、減価償却などに伴う資産の減少による

ものです。 

 次に、２の流動資産のうち、現金及び預金の

１億4,700万円余の増加は、主に先ほど申し上げ

た空調換気設備改修工事の３月31日時点での未

払金であり、現在は支払いを完了しております。 

 次に、Ⅱの負債の部、１の固定不債の長期繰

延補助金等の１億6,000万円余の増加ですが、大

学が補助金で整備した建物附属設備や購入した

備品などの減価償却後の資産額を計上している

ものです。長期繰延補助金等は、令和５年度か

らの新たな会計基準による科目で、補助金で取

得した固定資産等のみ、それまでの会計基準の

科目であった資産見返負債と同様の処理を継続

することとなっております。 

 資産見返負債は、企業会計ではなじみのない

ものですが、建物や備品などの固定資産を何の

経費で取得したかによって、資産見返り何々と

計上するもので、資産と負債を均衡させる損益

均衡という会計基準上必要な処理であります。 

 次に、２の流動負債の未払金１億1,000万円余
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の増加は、先ほど現金及び預金のところで申し

上げた工事の年度末時点での未払金であり、現

在は支払いを完了しております。 

 続いて、Ⅲの純資産の部、３の利益剰余金の

４つ目、当期未処分利益でありますが、前年度

に記載している５億4,900万円余は、３つ上の教

育研究向上積立金と、その下の積立金の令和

６年度の欄にそれぞれ振り分けられております。

これは会計基準の変更等に伴い、純資産の中で

入れ替わりがあっただけですので、この分につ

いて利益剰余金の合計における影響はありませ

ん。 

 次のページを御覧ください。 

 損益計算書であります。 

 まず、（１）経常費用の教育経費1,200万円余

の増加は、主に令和６年度に行った空調換気設

備改修に伴う減価償却によるもの、上から８つ

目の一般管理費の1,400万円余の増加は、主に物

価高に伴う消耗品費の増加や大学建物の修繕費

の増加によるもの。 

 次に、（２）経常収益の運営費交付金収益

1,500万円余の増加は、主に教員人件費の支出に

よるもの、その下の授業料収益1,100万円余の減

少は、既に看護師として働いている方向けの感

染管理認定看護師教育課程について、新たな教

育課程を開講するために一時休止していること

によるものです。また、上から７番目、補助金

等収益1,800万円余の増加は、主に長寿命化計画

に基づく施設の改修工事に対応するためのもの

です。 

 これらの結果、（２）経常収益計12億3,800万

円余から、（１）経常費用計12億2,300万円余を

差し引いた経常利益は1,500万円余となります。 

 一方、（４）臨時利益の資産見返運営費交付

金等戻入など３科目について、令和６年度はゼ

ロとなっておりますが、これは新たな会計基準

により、補助金以外の財源で取得し、まだ収益

化していなかった固定資産等について、一括し

て臨時収益として計上することになったことに

よるもので、令和５年度のみの処理でありまし

た。数字上は大きな金額となっておりますが、

中身としては主に法人化の際に県から譲渡され

た図書館等にある図書等であり、実際に前年度

に５億円余の現金収入があったものではござい

ません。令和６年度は、この会計処理が発生し

ないことから、皆減となっております。 

 これらの結果、当期純利益は経常利益と同額

の1,500万円余となり、これに表の一番下か

ら２番目の前中期目標期間繰越積立金取崩額の

1,000万円余を合わせた2,600万円余が当期総利

益となります。 

 それでは、次のページを御覧ください。 

 令和７年度事業計画書でありますが、１、事

業概要は前年度と同様で、２、事業計画では、

（１）教育研究の実施の事業費10億4,400万円余、

（２）地域貢献に関する取組の実施の事業費

2,100万円余を計上しており、引き続き、教育研

究活動の推進、地域貢献に関する事業に取り組

むこととしております。 

 また、次のページ、３、収支計画ですが、費

用の部の合計、収益の分の合計ともに11億7,300

万円余となっております。 

 続きまして、大きくページが飛びまして、大

変お手数をかけますが、147ページを御覧くださ

い。 

 条例に基づく経営評価報告書でございます。 

県立看護大学は平成９年４月に開学、平成29

年４月より公立大学法人となり、総出資額は39

億8,800万円余で、大学の土地、建物全てが県の

出資であります。 
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 次に、中段の県関与の状況ですが、人的支援

の右側の令和７年度の合計欄のとおり、役員数

は７名、うち県退職者は２名、職員数70名、う

ち県職員12名、県退職者３名となっております。 

 次に、その下の主な県財政支出の内容欄の①

～⑤にありますとおり、令和６年度決算額は、

①の公立大学法人宮崎県立看護大学運営費交付

金８億300万円余、②の「施設設備整備事業」 

２億4,700万円余などとなっております。 

 次に、一番下の活動指標欄ですが、①の県内

就職率の実績が37.3％で達成度は74.6％、②地

域貢献事業数の実績は12事業で達成度は80.0％

となっております。 

 次のページを御覧ください。 

 財務状況の損益計算書と貸借対照表は、先ほ

ど説明いたしましたので省略させていただき、

中段の財務指標につきましては、看護大学は営

利事業を行う法人ではないため、収支バランス

を100％以内に収めることを目標としております

が、実績値は98.7％となっております。 

 次に、直近の県監査の状況ですが、監査にお

ける指摘事項はありませんでした。 

 最後に、総合評価欄、右の県の評価のところ

ですが、県内就職率の向上のため、低学年から

のキャリア教育や県内医療機関合同就職説明会

など、県内就職に向けた意識醸成を図っている

ことを評価する一方、県内就職率は目標を達成

できていないことから、関係団体との連携強化

を図るなど、対策を講じていく必要があるとし

ております。 

 また、地域貢献については、今後も地域の

ニーズを的確に把握し、大学の研究成果や人的

資源を生かした取組が必要としており、活動内

容の評価は、ほぼ良好のＢとしております。ま

た、財務内容及び組織運営については、財務指

標の収支バランスや組織運営の教職員の人数等

について、おおむね適切な状態となっているこ

とから、いずれの評価も良好のＡとしておりま

す。 

 県立看護大学に関する出資法人の経営評価に

ついては以上でございます。 

 続きまして、別冊の令和７年９月県議会定例

会提出報告書（公立大学法人宮崎県立看護大学

の令和６年度の業務実績に関する評価結果につ

いて）を配布しておりますが、資料のポイント

を常任委員会資料にまとめておりますので、常

任委員会資料により説明いたします。 

 委員会資料の14ページを御覧ください。 

 １の趣旨等にありますとおり、地方独立行政

法人法第78条の２第１項及び第６項の規定に基

づき、毎年度の業務実績について、外部有識者

からなる宮崎県地方独立行政法人評価委員会の

評価を受け、この評価結果を県議会に報告させ

ていただくものです。 

 ２の評価方法は、法人が作成した令和６年度

の業務実績報告書を評価委員会で検証し、大項

目ごとに５段階で評価を行いました。 

 15ページを御覧ください。 

 評価は、左上の表、第１～５の項目ごとに、

左下に記載しております５名の評価委員により

右上の評価内容の評価区分にありますとおり、

ローマ数字のⅠ～Ⅴの５段階で評価を行いまし

た。 

 16ページを御覧ください。 

 業務実績評価の結果でありますが、第１の大

学の教育研究の質の向上に関する目標達成の項

目は、学校推薦型選抜の仕組み改善や小学生向

けサマースクールなど、看護職の魅力発信に係

る取組、県内就職に向けた意識醸成のための計

画的なキャリア教育を実施していることを評価
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する一方、県内就職率については、目標に達し

ていないため、関係団体との連携強化やＵター

ン支援体制の強化など、効果的な対策に取り組

む必要があることから、総合的にⅢと評価され

ました。 

 また、第２の業務運営の改善等に関する目標

達成に関する項目では、研究不正等の防止のた

め、学内組織の規程改正を行うなど、実効性の

ある対策に取り組んでいるほか、新たな教員評

価方法の策定や業務実態の把握により、適正な

人事配置に向け対応していることから、Ⅳと評

価されました。 

 第３の財務内容の改善に関する項目につきま

しては、勤怠管理システムの導入により、出退

勤の管理等に係る事務の効率化が図られている

ほか、授業料等の全額納付や省エネに関する意

識情勢により、大学全体で光熱水費の経費削減

に取り組んでいることなどから、Ⅳと評価され

ました。 

 17ページを御覧ください。 

 第４の自己点検・評価及び情報提供に関する

項目につきましては、令和５年度の業務実績評

価における評価内容を基に、適切に令和７年度

計画を策定したことや、ホームページのリニ

ューアルに向け準備を進めていることなどから、

Ⅲと評価されました。 

 第５のその他の項目につきましては、災害用

備蓄品の適切な配備を行うとともに、指定避難

所としての在り方について関係団体と協議を進

めるなど、災害時を想定した危機管理体制の構

築に努めていることや、ハラスメント防止に関

する説明冊子の作成・周知など、安全かつ充実

した大学運営を行うための取組を実施している

ことから、Ⅳと評価されました。 

 （２）全体評価ですが、各項目の業務計画の

一部で改善の余地はあるものの、多くの業務で

年度計画を達成し、業務実績もおおむね順調に

進捗していると認められるとの評価になりまし

た。 

○下村衛生管理課長  衛生管理課分について御

説明いたします。 

 こちらは条例に基づく報告となります。 

 冊子の149ページを御覧ください。 

 公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導セン

ターの経営状況についてであります。 

 初めに、概要ですが、同センターは昭和55年

に設立され、総出資額780万円のうち県の出資額

は200万円、出資比率は25.6％となっております。 

 設立の目的ですが、理容・美容・クリーニン

グなど、生活衛生関係営業の経営の健全化や振

興等を通じて、衛生水準の維持向上と利用者、

消費者の利益の擁護を図ることとされておりま

す。 

 次に、県関与の状況であります。人的支援に

つきましては、常勤役員１名と職員２名の計 

３名が県職員ＯＢとなっております。 

 財政支出等につきましては、県からセンター

へ補助金及び委託料を支出しております。主な

財政支出の内容ですが、令和６年度は①の「生

活衛生営業指導事業」としてセンターが行いま

す各種の相談・指導に必要な運営費に対する補

助金3,001万9,000円のほか、②、③の委託料、

補助金となっております。 

 次に、一番下の表の中ほどにあります活動指

標を御覧ください。①の経営指導員の巡回指導

数は、目標値を達成しております。②の生活衛

生営業指導員の巡回指導数については、達成度

は73.8％となっております。 

 次のページをお願いします。 

 財務状況であります。表の左側、正味財産増
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減計算書を御覧ください。上から３段目の当期

経常増減額、いわゆる単年度収支を御覧いただ

きますと、令和６年度は54万4,000円の黒字とな

っております。 

 表の右側、貸借対照表を御覧ください。中ほ

どの正味財産については、ここ３年間、大きな

変動はございません。 

 次に、その下の財務指標を御覧ください。①

の県補助金比率は、目標値88％に対し、実績値

が83.9％となり、目標値を達成しております。

また、②の管理費比率は、目標値8.1％に対し実

績値が8.0％となり、目標値を達成しているとこ

ろです。 

 最後に、総合評価でありますが、右側の県の

評価の欄を御覧ください。活動指標に関しまし

ては、生活衛生営業指導員の巡回指導は、指導

内容の充実を図ったことから、指導件数は目標

値を下回ったものの、経営指導員の巡回指導数

は目標を達成し、物価高騰等で影響を受けた事

業者の経営相談など、重要な役割を果たしたと

考えております。 

 財務面に関しましては、今後とも経費節減や

自主財源確保への取組を進め、健全な経営に努

める必要があると考えております。 

 評価としましては、活動内容をＢ、財務内容

をＡ、組織運営をＡとしております。 

○德山健康増進課長  当課で所管しておりま

す２つの法人について御説明します。 

 公益財団法人宮崎県移植推進財団につきまし

ては、地方自治法及び条例に基づく報告、公益

財団法人宮崎県健康づくり協会については、条

例に基づく報告となります。 

 冊子の23ページをお開きください。 

 公益財団法人宮崎県移植推進財団の令和６年

度の事業報告です。 

 １の事業概要です。当法人は、臓器移植を普

及促進するため、県民への移植医療の知識や意

義の普及啓発、医療機関への情報提供及び移植

医療が適正に行われるための支援を行ったとこ

ろです。 

 ２の事業実績です。（１）普及啓発に関する

事業としましては、財団ホームページによる情

報発信や情報誌の発行、看護学校等における出

前講座等を行っております。 

 （２）臓器提供の意思表示を促進する事業と

しましては、パネル展示や県内各所へのリーフ

レットの配付、臓器移植普及推進月間である10

月におけるイベント等を通じた集中的な啓発を

行ったほか、若い世代を中心に臓器移植につい

て考えてもらうための取組としまして、臓器移

植をテーマとした、「みやざき“いのちのリ

レー”ポスターコンテスト」を実施しておりま

す。 

 また、（３）腎臓移植希望者への助成に関す

る事業や、（４）臓器提供医療機関の体制整備

支援・教育及び臓器移植関係機関相互の連絡調

整に関する事業を行っております。 

 24ページを御覧ください。 

 （５）臓器のあっせんに関する事業としまし

ては、こちらに記載のような臓器移植に係るあ

っせん等を実施しております。 

 続きまして、25ページ、３の貸借対照表を御

覧ください。当年度の欄、令和６年度の資産の

合計額は、表の中ほどになりますが、4,964万

6,180円、負債合計額は71万5,523円、正味財産

の合計は一番下から２番目、4,893万657円とな

っております。 

 次に、26ページの４の正味財産増減計算書を

御覧ください。令和６年度の経常利益は、賛助

会員からの会費、県の補助金や民間団体からの
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助成金など、表の中ほどになりますが、合計

1,418万815円となっております。 

 一方、経常費用としましては、人件費、普及

啓発費等の事業費と管理費を合わせまして、下

から２番目にありますとおり、1,430万7,936円

となっております。 

 続きまして、29ページをお開きください。 

 令和７年度の事業計画について御説明します。

令和６年度と同様、令和７年度も引き続き事業

計画の（１）～（５）に記載の事業を行い、臓

器移植の普及促進及び医療機関への支援等を行

うこととしております。 

 次に、30ページの３の収支予算書を御覧くだ

さい。 

計上収益の合計は、表の中ほど1,478万1,000

円です。昨年度より約47万7,000円の増を見込ん

でおります。これは基本財産受取利息の増や、

他県からのコーディネーター派遣要請が増えて

いることに伴いまして、公益社団法人日本臓器

移植ネットワークからの助成金の増が見込まれ

ることによるものでございます。 

 経常費用は、事業費と管理費を合わせまして、

次の31ページの表の中ほど、1,467万円としてお

り、こちらは約37万7,000円の増となっておりま

す。 

 次に、ページが飛びますが、報告書の151ペー

ジをお開きください。 

 本財団の条例に基づく報告となります。 

 法人の概要についてであります。総出資額は

4,679万4,000円で、うち県出資額は2,961万

9,000円、県出資比率は63.3％であります。 

 県関与の状況については、人的支援としまし

て、令和７年度は役員９名のうち県職員が３名、

県退職者が２名であります。県退職者のうち

１名が常勤となっておりますが、それ以外はい

ずれも非常勤であります。 

 県の財政支出としまして、令和６年度におい

て補助金878万2,000円を支出しておりますが、

これはその下の主な県財政支出の内容欄の宮崎

県臓器移植推進事業補助金としまして、事業活

動に必要な経費に対する補助を行ったものであ

ります。また、その他の県からの支援等にあり

ますように、事務局を健康増進課内に置いてお

ります。 

 実施事業につきましては、先ほどの説明と重

複しますので省略します。 

 活動指標は、会議（研修会）の回数、臓器提

供意思表示啓発リーフレットの配布のほか、出

前講座実施回数となっております。会議（研修

会）につきましては、県が指定する12の協力病

院の連携強化・情報交換や移植医療従事者の資

質の向上等を目的に実施している腎臓提供協力

病院連絡会議・研修会であり、昨年度は目標と

している２回の開催となっております。新型コ

ロナを契機として参加しやすい形で実施するこ

ととしており、オンラインにより２回開催した

ところです。 

 臓器提供意思表示啓発リーフレットの配布に

つきましては、達成度が96.6％と、おおむね目

標に近い数値となりましたが、病院や薬局など

関係機関の協力をいただきながら、今後も多く

の方に配付してまいりたいと考えております。 

 出前講座につきましては、目標値10回に対し、

令和６年度の開催は11回と、目標を達成してお

ります。医療の道に進もうとする学生を対象と

して、主に医療系専門学校等に出向いて実施し

ておりますが、医療を志す方だけに限らず、臓

器移植の大切さを幅広く知ってもらうことが大

切であることから、近年、一般の公立学校にも

出向く取組を始めております。 
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 報告書の152ページをお開きください。 

 財務状況につきましては、先ほど御説明した

とおりです。 

 次に、財務指標についてであります。①自己

収入比率は、目標値の20.0に対しまして実績は

19.9、②事業比率については、目標値の68.0に

対して実績は91.6となっております。 

 次に、総合評価についてであります。右側の

県の評価になりますが、臓器移植普及月間や各

種イベント、「みやざき“いのちのリレー”ポ

スターコンテスト」を通じて普及啓発事業を積

極的に行っております。また、医療系専門学校

や一般の中学校においても出前講座を行うこと

で、広く若い世代に対して臓器移植を考える機

会を提供しております。 

 財務面では、賛助会員や寄附の募集にも積極

的に取り組み、昨年度に引き続き、基本財産を

取り崩すことなく事業が行われたところであり、

今後も引き続き自主財源の確保、効率的な事業

執行に取り組んでいく必要があると考えており

ます。 

 最後に、評価としましては、活動内容及び財

務内容についてはＢ、組織運営についてはＡと

しております。 

 公益財団法人宮崎県移植推進財団については

以上です。 

 次に、153ページをお開きください。 

 公益財団法人宮崎県健康づくり協会でありま

す。 

 一番上の表、概要を御覧ください。中ほどの

総出資額は3,000万円で、県出資額は800万円、

県出資比率は26.7％であります。 

 次に、県関与の状況についてです。人的支援

につきましては、令和７年度は役員11人のうち

県職員３名が非常勤役員、県退職者３名が常勤

役員となっております。また、職員77名中、県

からの派遣職員が１名、県退職者が１名となっ

ております。 

 次に、主な県財政支出の内容につきましては、

令和６年度は①宮崎県健康づくり推進センター

管理運営委託費6,823万7,000円のほか、②の先

天性代謝異常等検査事業としまして2,163万

6,000円、③がん登録事業としまして1,222万

3,000円を支出しております。 

 次に、実施事業につきましては、①の各種健

診（検診）及び検査事業から、⑨の宮崎県健康

づくり推進センター管理運営事業まで９つの事

業でございます。 

 次に、活動指標についてです。①基本（特定）

健康診査実施件数につきましては、令和６年度

の年間実施件数の目標値３万件に対しまして、

実績値は２万631件、達成度は68.8％となってお

ります。 

 ②市町村、事業場等健康指導受講者数につき

ましては、年間延べ受講者数の目標値6,000人に

対し、実績値は4,727人で達成度は78.8％、③

ホームページアクセス数につきましては、年間

アクセス件数の目標値３万4,000件に対しまして、

実績値は６万5,971件で、達成度は194.0％とな

っております。これは、気軽にできる体操の動

画など、ホームページの掲載内容の工夫による

もので、今後さらに掲載内容を充実する予定と

しております。 

 154ページを御覧ください。 

 財務状況についてであります。表の左側、正

味財産増減計算書を御覧ください。令和６年度

についてでありますが、経常収益は16億4,085万

円、経常費用は16億5,377万円、当期一般正味財

産増減額はマイナス1,292万円となっております。 

 表の右側、貸借対照表を御覧ください。中ほ
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どの正味財産は、令和６年度は11億7,382万

4,000円となっております。 

 次に、財務指標でありますが、①管理費比率

につきましては、目標値3.9％に対し、実績値は

3.8％、②人件費比率については、目標値60.0％

に対し、実績値は55.6％、③収支比率について

は、目標値93.9％に対し、実績値は103.3％とな

っております。 

 次に、総合評価であります。右上の県の評価

でありますが、活動指標については、ホーム

ページアクセス数以外は目標値に達していない

ため、さらなる顧客開拓等に取り組む必要があ

ると考えております。また、財務指標について

は、管理費比率及び人件費比率は目標を達成し

ておりますが、収支比率は未達成であり、引き

続き財務改善に取り組む必要があると考えてお

ります。 

 最後に、評価としましては、活動内容及び財

務内容をＢ、組織運営をＡとしております。 

 宮崎県健康づくり協会については以上でござ

います。 

○北薗福祉保健課長  厚生常任委員会資料の18

ページを御覧ください。 

 地方自治法第180条第２項の規定に基づき、損

害賠償額を定めたことについて御報告いたしま

す。 

 まず、表の上段、事案内容、県有車両による

交通事故における損害賠償についてであります。 

 事故の概要でございますが、令和７年３月28

日に小林保健所の職員が、宮崎市大字富吉の交

差点におきまして、赤信号のため停車し、信号

が青に変わった後に前進したところ、前方で停

車していた相手方の車の後部に追突したもので

あります。 

 事故の原因は、県職員が十分な前方の状況確

認を怠ったことによるものでありまして、過失

割合は県が10割であります。 

 損害額につきましては、相手方の後部荷室の

バックドア等の修繕に48万7,550円を要したとこ

ろであり、県の損害賠償額は全額任意保険から

支払われております。 

 交通法令遵守、交通安全の確保や公用車の適

正管理につきましては、日頃から様々な機会を

通じて職員に周知徹底を図っているところであ

りますが、このような事故が発生してしまい、

大変申し訳なく思っております。このような事

故が起きないよう、より一層、交通安全と法令

遵守につきまして指導を徹底してまいります。 

 次に、表の下段、事案内容、車両損傷事故に

よる損害賠償についてであります。 

 事故の概要でございますが、令和７年６月

９日に県立みやざき学園の職員が学園内の草刈

り作業をしていたところ、草刈り機で弾いた小

石が同学園の職員駐車場に駐車していた株式会

社オカモト自動車所有の車両に当たり、後部座

席の窓ガラスを破損させたものであります。 

 事故の原因は、職員が小石等の飛散防止の安

全対策を怠ったことによるもので、過失割合は

県が10割であります。 

 損害額は、車両の修理費などに３万3,550円を

要したところであり、全額県費で対応しており

ます。 

 今回の事故を受け、飛散防止等の安全対策を

徹底するよう指示したところでありまして、再

発防止に努めてまいります。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 ここで委員の皆様にお諮りいたします。 

 間もなく正午となりますので、質疑につきま

しては午後１時から行いたいと思いますが、い

かがでしょうか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  御異議ありませんので、委員会

は午後１時から再開といたします。 

 暫時休憩いたします。 

   午前11時51分休憩 

───────────────────── 

   午後０時58分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

それでは、執行部の説明が終了しましたので、

報告事項に関して質疑はありませんか。 

○図師委員  まず、宮崎県立看護大学の件から

お伺いします。毎回議題には出ますが、やはり

県内就職率がなかなか上がらないというところ

で、県内の求人数について、看護大卒の方々に

就職先として選んでほしいという病院がどれく

らいあるものなのか、その推移が分かれば、教

えてほしいです。 

○早川医療政策課長  看護大学に限った形での

求人数の推移については、今、手元に持ってお

りません。それぞれの求人の中で、大学卒の看

護師を確保したいというような医療機関の中で、

看護大学もその一つとして選ばれていくような

形になってくると思います。 

 令和６年度につきましては、看護大学で行わ

れている医療機関の説明会には、37の医療機関

に参加いただいて、看護大学との意見交換をさ

せていただいているところです。そういった医

療機関が、看護大学から看護師を確保したいと

いうことで、集まっていただいているというよ

うに認識しております。 

○図師委員  それであればいいんですが、要は

学生に対して県内の医療機関の求人が少ないの

に、50％も県内就職しろというのがもともと無

理な数字じゃないのかという懸念も少しあった

ものですから。というのが、県内でいう大きい

病院でないと、看護大学卒業生というのもなか

なか就職させるのも難しい。小さなクリニック

とか診療所クラスですと、そこまでの人材では

なくて、准看護師でもいいというところもたく

さんあるでしょうから、そもそも看護大学卒業

生の需要がどれぐらいあるのかというのを少し

聞いてみたかったのが一つです。 

 また、県病院も看護師不足でかなり苦労され

ているというところがあるみたいですから、せ

めて県立看護大学を出たんだから、義務化は難

しいにしても、県立病院を選んでもらえるよう

な何かインセンティブをつくっていけないもの

か。 

 あと、先ほども出たんですが、医師の地元枠

を広げた方がいいんじゃないかという話もある

んですが、看護大学のほうも地元枠を広げて、

県内就職を強力に進めていくべきじゃないかと

か、そういう次の施策というものは、何かお考

えがあればお聞かせください。 

○早川医療政策課長  病院局には、毎年度10人

以上看護大学から看護師を採用いただいている

という状況になりますが、この看護大学を卒業

したら、希望すれば必ず病院局に入れるという

形のインセンティブはない状況にあります。そ

れはやはり病院局としても採用に当たっての基

準等があると思いますので、その中で採用いた

だいているという状況ですけれども、病院局に

は毎年十何名採用いただいているというような

状況になります。 

 地元出身者に対する枠という形で、県内推薦

の枠を看護大学は設けております。先ほど御説

明しましたように今年度から一般推薦の名称を

「みやざきの医療枠」ということで、宮崎で医

療をやっていただくために設けた推薦枠である

という名称にしました。そういった形での推薦
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枠が34名であり、もう一つの市町村と併せて推

薦をいただく地域推薦枠が６名ということで、

現在はこの34名と６名を合わせて40名を学校推

薦型選抜ということで、宮崎県内のほうから推

薦をいただいて入学していただいているという

ことになります。 

 県内の推薦枠自体については、文部科学省の

大学入学者選抜実施要項のほうにおいて、入学

定員の５割を超えない範囲という基準がござい

ます。あと10名を増やすかどうかというところ

にはなりますけれども、看護大学のほうも徐々

にこれを増やす中での効果を見ながら、今、40

名まで増やしてきたというところになります。 

今、いらっしゃる学生の方たちにいい影響が

与えられるような状況になれば、また増やすこ

とも考えていくことにはなると思いますが、現

段階ではトータルで40名というような推薦枠を

持っております。 

○図師委員  すぐ50名にしてもいいと思います

けど。取りあえず１回お返します。 

○黒岩副委員長  関連で、県民に説明する際に、

県立看護大学へ県が約40億円を出資して、毎年

約８億円の運営費を支援しているなか、その学

生の約37％が県内に就職と言われたときに、果

たして県民に説明がつくのかなと。大学として

は調査や講座とかいろいろな役割は果たしてお

られますけれども、やはりその出口の数字を見

たときに、もう少し頑張らないといけないんじ

ゃないかという気がしています。 

 例えば、医師会がやっていらっしゃる看護養

成学校は８割ぐらいは県内就職、専門学校につ

いては６割が県内に就職と聞いています。県立

看護大についても、恐らく令和７年度について

は今の数字よりもだいぶ上がってきているんだ

と認識しておりますが、そもそも50％の目標設

定自体もどうかという気がしています。先ほど

図師委員からもありましたが、やはりもう少し

真剣に地元就職というのにこだわって頑張って

いただきたいなと、これは要望でございますが、

よろしくお願いします。 

○早川医療政策課長  今、中期計画のほうで

50％ということで目標を立てさせていただいて

おります。設定当初からもともと四十何％とい

うような状況もありましたが、50％を最低ライ

ンということで設定したものと認識しています。

これについて大学のほうも当初よりは徐々に数

字の重みといいますか、これを達成する、地元

に貢献するというところの意識が、教員あるい

は大学全体で変わってきております。 

 法人化後は、特にその思いを強くしていただ

いていて、今、学長をはじめ地元に貢献する大

学になるということで、取組を進めています。 

今回約37％という非常に少ない数字ではござ

いましたけれども、コロナの関係で県外に出ら

れなかった学生たちが、どうしても県外を志向

したというような分析もありますが、コロナに

よって対面が厳しい中でも、低学年のときから

地元を見ていただく、そういった思いで学生を

育てていただき、また、キャリア教育というこ

とで、地元に根差した教育をするという部分に

ついても、必修科目として設定し取り組んでい

ただいております。 

 先ほど御説明した以外でも、入り口、出口の

対策として地元の医療機関を知っていただいた

り、地元で働く先輩たちの活躍する姿を見て目

指していただいたりというようなところに力を

入れて育てていただいているところです。 

令和６年度は県内就職率が約37％という非常

に厳しいところではございましたけれども、今

後そういった取組の効果が出てくると考えてお
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ります。 

 50％の目標を達成していない段階で成果とい

うわけではありませんけれども、そういった取

組を地道に進めまして、少しでも地元に就職し

ていただけるような形に持っていきたいと考え

ております。 

○山下委員  午前中に病院局にも言ったんです

が、私たちはこの常任委員会で今年、札幌医科

大学附属病院へ視察に行きました。そこでいろ

いろ話を聞く中で、とにかく北海道というとこ

ろは、北海道で育てた医者で北海道の人たちを

守るんだという意識の下に、札幌医科大学は地

域枠が８割だそうです。８割の医者は全部北海

道に残って、北海道の人を診るんだということ

で、恐らく札幌医科大学と北海道大学とでそん

なことをやっているんだろうと思うんです。 

 午前中に病院局の話を聞くと、医師不足、医

師不足と言うわけですよ。だから手術ができな

い、医療の売上げが上がらないと。患者数も下

がるんだと。病院もしっかりと改革すると、昨

年から始めているのに、医者がいなかったら改

革になるわけがないんですよね。もちろん私は

看護師もそうだと思うんです。 

 ですから、そういう意味においては、そこ辺

りも県が先頭に立って舵を切替えて、宮崎の医

療は宮崎の人でやるんだというぐらいの教育を

してもらって県民を守ってもらわないと、私は

とてもじゃないが、よそから宮崎に来てくれと

言ったってなかなか来ないと思うんです。 

 ですから、やはり宮崎は宮崎で守るんだとい

うような意識になってもらわないといけないと

思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○早川医療政策課長  地元宮崎の医師、看護師

に宮崎を守っていただくというのが一番いい姿

だと私も思っております。大学ですので県外か

ら学生が来るのは当然のことではあるんですけ

れども、やはり地元から大学あるいは看護大学

に進学する学生が増えるように、中学生、高校

生の段階から、看護職の魅力を伝えたりですと

か、そういったところで目指していただこうと

いうことでの取組もしております。 

 そういった形で地元出身者を増やして、地元

で医療に従事していただきたいと考えておりま

すので、今後も引き続き取り組んでまいりたい

と思います。 

○黒岩副委員長  報告書149ページの公益財団法

人宮崎県生活衛生営業指導センターについて、

この対象業種を教えていただきたいと思います。 

○下村衛生管理課長  生活衛生営業者として、

厚生労働省が指定している業種になりますが、

理容、美容、クリーニング、興行場、食肉、ホ

テル、旅館、それから寿司、社交、飲食店にな

ります。 

○黒岩副委員長  報告書151ページの公益財団法

人宮崎県移植推進財団について、活動指標のと

ころにリーフレットの配布とかあるんですが、

ドナー登録者の数を目標にはされていらっしゃ

らないんでしょうか。 

○德山健康増進課長  まず、普及啓発が何より

も大事だと考えておりますので、今のところは

リーフレット配布ということを目標に掲げてい

るところです。 

○黒岩副委員長  最終目的としてドナー登録者

を増やすというところが一番重要なところでご

ざいますので、そこを目標にしないというのは

どうなのかという気はします。そこは十分議論

いただいて、検討をお願いしたいと思います。 

○図師委員  報告書153ページの公益財団法人宮

崎県健康づくり協会について、健診の達成率が

低く、それにより収支比率も達成ができていな
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いという感じになると思うんですが、この健診

の達成率が低い原因をどう捉えていらっしゃる

か。民間のほうが伸びてきているのか、そもそ

も健診者自体が減ってきているのか、その辺り

はどう捉えていらっしゃいますか。 

○德山健康増進課長  今、委員がおっしゃられ

ましたとおり、原因の一つとして健診の対象と

なる年齢の方が、少子高齢化の進展に伴って減

ってきているということが挙げられます。あと

は民間団体の参入というのがありまして、入札

とかでほかの健診機関が落札するということが、

背景として挙げられます。 

○図師委員  ちなみに、この健康づくり協会が

ターゲットとしている職域とか年齢とか、そう

いうところはどこなんでしょう。民間と競争し

た上で選ばれれば一番いいんですが、そこと張

り合わなくても、もっと開拓する余地があると

か、そういう対策はどう考えていらっしゃいま

すか。 

○德山健康増進課長  特定健診に関しましては、

40～75歳というところをターゲットにしていま

すので、そこの中で開拓──顧客を増やしてい

くということを上げています。 

 特に、民間と競合してここはというすみ分け

のところまでは、把握をしておりません。 

○黒岩副委員長  委員会資料18ページの損害賠

償について、どちらも過失割合は県が100％とい

うことなんですが、上のほうは３月28日に発生

して専決日が７月30日ということで、約４か月

かかっています。下のほうは約２か月で処理で

きているというところですが、過失割合があっ

て争うべきところがあった場合には、少し時間

がかかるというのは理解できるんですけれども、

この100対ゼロの場合には速やかに処理をすべき

ではないかと考えております。 

この事務処理のシステムというか、庁内でそ

ういう案件をまとめて処理をする時期があって、

それで差が出てくるということなのか、そこら

辺りの事務処理というのはどういうようにされ

ていらっしゃるんでしょうか。 

○北薗福祉保健課長  県有自動車等の交通事故

に係る処理の流れなんですけれども、事故発生

後の措置として、任意保険会社へ連絡して現地

調査を行います。その後、示談提示の検討とか

を保険会社のほうでやりまして、示談交渉とい

った流れになっていきます。 

 賠償金の支払額が300万円以下の場合には、知

事の専決処分という形で、和解契約で賠償金の

支払いといった流れになりますので、期間的に

はそれぞれの事故の状況によっても違うんです

けれども、今回７月30日に専決処分したという

ような流れになっています。 

○黒岩副委員長  一方では、下のほうは２か月

で処理ができているという事実もありますので、

やはり事故にあった方の立場で考えると、争う

ものはないわけですから、早く処理してほしい

という希望があると思います。 

そういった事務処理手続については遅滞なく

やっていただきたいと思います。要望でござい

ます。 

○重松委員長  ほかにございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、報告事項は終了いた

します。 

 次に、請願第11号「医療機関の事業と経営維

持のための診療報酬の再改定、補助金等の財政

支援措置についての請願」でありますが、執行

部からの説明はありますか。 

○早川医療政策課長  特にありません。 

○蛯原薬務感染症対策課長  特にありません。 
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○重松委員長  それでは、委員の皆さんから質

疑はありますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、次に、請願第17号

「戦没者を追悼し平和を祈念する取組の拡充・

強化についての請願」でありますが、執行部か

らの説明はありますか。 

○佐多指導監査・援護課長  特にありません。 

○重松委員長  それでは委員の皆さんから質疑

はありますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、その他で何かありま

せんか。 

○黒岩副委員長  本日午前中の病院局とのやり

取りの中で、宮崎大学医学部に40人の地域枠が

あるということで、この40人の方の卒業した後

の県内の定着率がどれぐらいあるのかというや

り取りがありました。その部分については所管

外だということで、福祉保健部が担当だと聞い

たのですが、もし、今、お分かりであれば教え

ていただきたいと思います。 

○早川医療政策課長  地域枠として、宮崎大学

医学部は地域特別枠といったものを持っており

ます。令和６年４月時点で、宮崎大学の地域枠

及び地域特別枠を卒業した医師が193名いらっし

ゃいますが、そのうち158名、81.7％が県内で勤

務いただいております。 

○黒岩副委員長  地域枠は40人だったと思うん

ですが、この40人の方は100％という理解でよろ

しいでしょうか。 

○早川医療政策課長  現在、地域枠ということ

で、枠の人数としては40人ということになって

おります。ですが、この制度についてはこれま

で人数を増やしてきたりですとか、そういった

形で人数も変わってきております。あと制度的

にも、以前は緩やかに県内就職を求める制度で

ございましたけれども、現在の40人の特別枠の

医学部生については、卒業したら必ずキャリア

形成プログラムに乗って、県内で就職していた

だくというような形の制度になっております。 

 今、申し上げた数字の中には、それぞれの制

度が混在した形になっておりまして、40人とい

うことで設定したのが令和２年度ということに

なりますので、必ず県内に就職いただくという

ような形の特別枠の医学生については、まだ卒

業されていない状況になります。 

○重松委員長  その他で何かございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  何もないようですので、以上を

もって福祉保健部を終了いたします。 

執行部の皆さん、お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午後１時24分休憩 

───────────────────── 

   午後１時35分再開 

○重松委員長  それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、22日月

曜日に行いたいと思います。開会時刻は午後

１時としたいのですが、よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのように決定いた

します。 

 その他で何かございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  何もないようですので、以上で

本日の委員会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

   午後１時35分散会 
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令和７年９月22日（月曜日） 

───────────────────── 

   午後０時58分再開 

──────────────── 

出席委員（７人） 

  委 員 長   重 松 幸次郎 

  副 委 員 長    黒 岩 保 雄 

  委      員   濵 砂   守 

  委      員   日 髙 陽 一 

  委      員   山 下   寿 

  委      員   渡 辺 正 剛 

  委      員   図 師 博 規 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議事課主任主事    増 村 竜 史 

  議事課課長補佐    古 谷 信 人 

───────────────────── 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に、賛否も含め御意見があればお願いいたしま

す。 

 暫時休憩いたします。 

   午後０時58分休憩 

───────────────────── 

   午後０時58分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

それでは、採決を行います。 

 採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括採決がよろしいでしょうか。 

   〔「一括」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、一括して採決いたし

ます。 

 議案第１号及び議案第７号につきましては、

原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  異議なしと認めます。よって、

議案第１号及び議案第７号につきましては、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 請願第11号についてでありますが、この請願

の取扱いも含め、御意見をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

   午後０時59分休憩 

───────────────────── 

   午後０時59分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、お諮りいたします。 

請願第11号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○重松委員長  挙手多数。よって、請願第11号

は継続審査とすることに決定いたしました。 

 請願第17号についてでありますが、この請願

の取扱いも含め、御意見をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

   午後１時０分休憩 

───────────────────── 

   午後１時０分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 請願第17号については、採決との意見があり

ますので、お諮りいたします。 

請願第17号を採決することに御異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、請願第17号の賛否を

お諮りすることにいたします。請願第17号につ

いて、採択すべきものとすることに賛成の方の

挙手を求めます。 
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   〔賛成者挙手〕 

○重松委員長  挙手全員。よって、請願第17号

は採択とすることに決定いたしました。 

 次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。 

 委員長報告の項目及び内容について、御要望

はありませんか。 

 暫時休憩いたします。 

   午後０時２分休憩 

───────────────────── 

   午後０時３分再開 

○重松委員長  それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのようにいたしま

す。 

 次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。福祉保健行政の推進および県立病院事

業に関する調査については、継続審査といたし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。 

 次に、11月４日火曜日に予定されております

閉会中の委員会につきまして、御意見を伺いた

いと思います。 

 暫時休憩いたします。 

   午後０時３分休憩 

───────────────────── 

   午後０時５分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、11月４日の閉会中の委員会につき

ましては、正副委員長に御一任いただくことで

御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのようにいたしま

す。 

 最後に、その他で何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  何もないようですので、以上で

委員会を閉会いたします。 

 委員の皆さん、お疲れさまでした。 

   午後１時６分閉会 
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